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ほぼすべての助成金が中小企業のみが対象
①～③の整備が必要

①一般事業主行動計画

休業開始前までに労働局雇用環境室へ提出

②両立支援のひろば

厚生労働省のサイトで行動計画を公表

育児休業等に関する情報加算を行う場合
（後述）、育児休業取得状況も併せて公表
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情報公表加算

助成金申請前の特金年度に係る下記
①～③の情報を両立支援のひろばサ
イト上で公表した場合

申請する助成金に2万円加算

対象の情報

①男性の育児休業率取得率
②女性の育児休業取得率
③男女別の平均育休取得日数
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③育児介護休業規程

◆最新の法律の状態で作成、提出する。

◆直近の改正はR4.10

改正内容の例

〇出生時育児休業（産後パパ育休）の創設

〇育児休業の分割取得

◆規程の除外を設ける場合は、労使協定を締結

例）入社一年未満の社員からの育児休業の申
し出を拒むことが出来る

◆労働者が10名以上の場合は労基署への届け出
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◆内容：男性社員が育休を取得しやすい雇用環境整備等を行い、子の出生後8週以内

に育休を取得した場合に申請

第一種：男性社員の育休取得／第二種：男性社員の育休取得率上昇

◆助成額

第一種：1人目20万円（２～3人目：10万円）

第二種：第一種受給年度と比較し、育休取得率が30％以上上昇した場合

◆第一種：子の出生後、8週間位以内に開始する連続5日以上の育休（１人目のみ）を

取得する ※所定労働日が4日以上含まれていることが必要

◆育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数回行う（例：育休相談窓口の設置）
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◆内容：育休の円滑な取得、復帰支援の取り組みを行い、「育休復帰支援
プラン」に基づき、3カ月以上の育休取得をし、復帰した場合に申請

◆助成額
育休取得時：３０万円
プランに基づき、3カ月以上の休業を取得

育休復帰時：３０万円
育休から復帰後、６か月継続雇用後に申請

◆無期雇用者、有期雇用労働者各一人限り
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◆内容：育休や育児短時間勤務期間中の業務体制整備のため、業務を代替する周
囲の労働者への手当支給や代替要員の新規雇用を実施した場合に申請

◆助成額
①育休中・短時間勤務：手当支給額の3/4（上限あり）
②新規雇用：育休取得者の代替要員を新規雇用。

代替期間に応じて助成額が異なる

例）最短：7日以上 9万円
最長：6カ月以上 ６７．５万円

◆有期雇用労働者が育休取得・短時間勤務した場合は１０万円加算あり

◆１年度１０人まで申請可能
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◆内容：「介護支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な介
護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得した労働者が生じた
場合。または、介護のための柔軟な就労制度を利用した場合に申請

◆A・Bとも1事業主1年度5人まで申請可能

◆種類および助成額
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◆支給申請までの流れ
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◆支給申請までの流れ

休業取得時
30万円申請

（個別周知・環境整備
加算15万円あり）

職場復帰時
30万円申請
（業務代替支援
加算あり）

合計20日以上利用
（制度により別要件あり）

介護両立支援制度
30万円申請

（個別周知・環境整備
加算15万円あり）
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◆内容：育休期の柔軟な働き方に関する制度を複数導入したうえで、育休
に係る柔軟な働き方支援プランに基づき、制度をした場合に申請

◆１年度５人まで申請可能
◆助成額
〇下記制度を３つ以上導入し対象者が制度利用：２５万円

（2つ導入の場合は20万円）


